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藤
原
頼
通

｢

高
陽
院｣

第
二
期
に
つ
い
て

倉

田

実

は
じ
め
に

頼
通
創
建
の
高
陽
院
は
、
長
暦
三
年

(

一
〇
三
九)

三
月
十
六
日
に
放
火
に
よ
っ
て
焼
亡
し
た

(『

扶
桑
略
記』)

。
頼
通
は
年
内
に
は
再
建

に
着
手
し
て
お
り
、
高
陽
院
は
第
二
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
期
高
陽
院
に
つ
い
て
は
、
そ
の
池
庭
の
あ
り
よ
う
を
前
稿

(

１)

で
扱
っ
た
の

で
、
続
い
て
第
二
期
の
検
討
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
二
期
は
わ
ず
か
十
五
年
で
幕
を
閉
じ
、
ま
た
、
史
料
的
な
制
約
も
あ
っ
て
、

第
一
期
の
よ
う
な
詳
細
な
検
討
は
で
き
な
い
。
先
行
研
究

(

２)

で
尽
く
さ
れ
て
い
る
感
も
あ
る
が
、
前
稿
の
成
り
行
き
で
、
い
さ
さ
か
言
及
す
る
こ

と
に
し
た
い
。
今
回
は
池
庭
に
絞
ら
ず
、
再
建
の
次
第
や
建
物
に
も
言
及
し
た
い
。

本
文
引
用
は
、『

春
記』

は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

(
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
九
条
家
本
・
東
寺
本
等)

、
た
だ
し
永
承
五
年
は
、

『

中
右
記』

と
共
に
増
補
史
料
大
成
、『

扶
桑
略
記』

『

百
錬
抄』

は
新
訂
増
補
国
史
大
系
、『

作
庭
記』

は
日
本
思
想
大
系
、『

栄
花
物
語』

は

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
和
歌
は

『

新
編
国
歌
大
観』

に
よ
っ
た
。
割
注
は

[
]

内
に
記
し
た
。
な
お
、『

春
記』

か
ら
の
引
用
の
場
合

の
み
、
年
月
日
だ
け
記
し
た
。

藤
原
頼
通

｢

高
陽
院｣

第
二
期
に
つ
い
て
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一

再
建
の
次
第

最
初
に
高
陽
院
再
建
の
次
第
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。
頼
通
が
焼
亡
し
た
年
の
内
に
完
成
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
は
、
次
の

『

春
記』

で
示

さ
れ
て
い
た
。
記
主
の
小
野
宮
家
流
嫡
流
と
な
る
春
宮
権
大
夫
藤
原
資
房
は
、
後
朱
雀
天
皇
の
長
暦
二
年

(

一
〇
三
八)

六
月
二
十
日
か
ら
長

久
三
年

(

一
〇
四
二)
正
月
二
十
九
日
に
参
議
に
な
る
ま
で
頭
中
将
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
関
係
で
天
皇
と
関
白
左
大
臣
藤
原
頼
通
の
間
を
繁

く
往
返
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に

『

春
記』

に
は
高
陽
院
に
関
す
る
情
報
が
記
さ
れ
て
お
り
、
第
二
期
に
関
す
る
一
級
の
史
料
と
な
っ
て
い
る
。

①

又
被
仰
云
、
隆
佐
・
章
信
一
日
蒙
関
白
勘
当
、
是
依
高
陽
院
堀
池
事
也
、
件
両
人
為
造
彼
家
之
行
事
、
依
其
懈
怠
云
、
章
信
堀
池
行
事
、

太
以
見
苦
事
也
、
関
白
今
年
内
造
立
可
渡
給
云
々
、
逼
北
可
立
屋
云
々
、
万
人
不
請
造
宮
以
前
造
私
宅
、
尤
奇
怪
事
也
云
々
、(

長
暦
三

年

(

一
〇
三
九)

十
一
月
十
九
日
条)

右
は
、
資
房
の
父
、
右
衛
門
督
資
平
に
よ
る
情
報
で
あ
る
。
年
内
完
成
予
定
以
外
の
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
併
せ
て
見
て
お
き
た
い
。

こ
の
情
報
の
要
点
は
、
高
陽
院
再
建
の

｢

行
事｣

で
あ
っ
た
隆
佐
・
章
信
が
堀
池

(

掘
池)

に
懈
怠
が
あ
っ
た
と
し
て
勘
当
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
二
人
は
頼
通
家
の
家
司
と
思
わ
れ
、
造
作
の

｢
行
事｣

を
任
さ
れ
て
い
た
が
、
掘
池
の
進
行
に
熱
意
を
示
さ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。｢

章
信
堀
池
行
事
、
太
以
見
苦
事
也｣

と
も
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
任
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
勘
当
は
、｢

関
白
今
年
内
造

立
可
渡
給｣

と
あ
る
よ
う
に
、
頼
通
が
年
内
完
成
の
移
徙
を
目
指
し
て
い
る
の
に
工
事
が
な
か
な
か
進
捗
し
な
い
の
で
苛
立
っ
た
か
ら
と
判
断

さ
れ
よ
う
。

右
に
は
、｢

万
人
不
請
造
宮
以
前
造
私
宅
、
尤
奇
怪
事
也｣

と
の
非
難
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

｢

造
宮｣

は
同
年
六
月
二
十
七
日
に
焼
亡

し
た
内
裏
再
建
を
指
し
、
そ
れ
よ
り
も
私
宅
造
作
を
優
先
す
る
頼
通
の
や
り
方
を
最
も
奇
怪
な
事
だ
と
言
う
わ
け
で
あ
っ
た
。

造
作
は
結
局
年
内
に
は
終
わ
ら
ず
、
さ
ら
に
一
年
延
引
し
て
し
ま
う
。
こ
の
事
情
は
明
確
で
は
な
い
が
、
造
作
の
大
き
な
意
匠
変
更
が
あ
っ

二
〇



て
完
成
ま
で
に
時
間
が
か
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
右
の
記
事
前
後
以
降
で
も
、
頼
通
は
本
邸
の
高
倉
第
か
ら
足
繁
く
高
陽
院
の
現
場
に

訪
れ
て
い
る

(

３)

。
異
常
と
も
言
え
る
傾
注
ぶ
り
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
公
事
を
無
視
し
た
私
情
優
先
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
れ
を
示
す
例
を
挙

げ
て
お
き
た
い
。
①
の
記
事
か
ら
一
年
弱
あ
と
で
あ
る
。

②

人
々
云
、
関
白
遂
不
被
参
新
宮
、
毎
日
向
高
陽
院
、
行
造
作
事
、
是
非
常
事
也
云
々
、(

長
暦
四
年

(

一
〇
四
〇)

十
月
二
十
一
日
条)

｢

関
白
遂
不
被
参
新
宮｣

と
あ
る
の
は
、
後
朱
雀
天
皇
が
教
通
の
二
条
第
を
新
宮
と
し
て
遷
御
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
頼
通
は
参
上
し
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
年
の
九
月
九
日
に
里
内
裏
京
極
殿
が
焼
亡
し
、
本
内
裏
造
作
も
始
ま
っ
て
い
な
い
の
で
、
二
条
第
が
新
宮

と
し
て
勘
申
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
頼
通
は
教
通
と
不
和
で
あ
り
、
嫌
が
ら
せ
も
あ
っ
て
、
新
宮
に
参
上
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
高
陽
院
造
作
に
日
参
し
て
い
た
。
こ
の
事
態
を
人
々
は

｢

非
常
の
事｣

と
非
難
し
た
の
で
あ
る
。
①
の
非
難
と
は
別
な
の
で
あ
る
。

勘
当
が
あ
っ
て
一
年
弱
、
再
建
の
見
通
し
が
よ
う
や
く
立
っ
て
く
る
と
、
移
徙
の
日
程
も
浮
上
し
て
く
る
。

③

申
終
許
予
参
関
白
殿
、
早
坐
高
陽
院
云
々
、(

略)

源
大
納
言
已
下
廻
見
前
池
東
西
山
等
、
予
相
従
、
池
水
東
西
謂
其
広
不
異
巨
海
歟
、

已
非
人
家
之
体
、
十
二
月
十
三
日
可
渡
給
云
々
、
営
造
無
極
見
其
然
麗
不
異
金
玉
、
次
其
費
以
千
万
可
数
、
天
下
亡
弊
只
□

[

在
ヵ]

此

事
歟
、
皇
居
已
非
尋
常
、
造
営
事
如
散
楽
、
諸
国
一
分
不
聞
入
云
々
、
而
私
□

[

労
ヵ]

大
厦
、
謂
天
道
何
、
嗟
悲
哉
、
王
事
軽
於
鴻
毛

歟
、
無
術
計
之
代
也
、
晩
頭
予
退
出
、(

長
暦
四
年

(
一
〇
四
〇)

十
月
二
十
六
日
条)

資
房
が
高
陽
院
に
参
上
し
た
と
こ
ろ
、
源
大
納
言
師
房
以
下
の
家
人
た
ち
が
、｢

前
池｣

や

｢

東
西
の
山｣

な
ど
を
廻
り
見
て
い
た
。
そ
こ

で
資
房
も
従
い
、｢

池
水
東
西
、
謂
其
広
不
異
巨
海
歟｣

と
す
る
感
慨
を
記
し
て
い
る

(

後
述)

。
こ
の
折
に
聞
か
さ
れ
た
の
か
、
移
徙
予
定
が

十
二
月
十
三
日
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
約
一
か
月
半
後
に
な
る
。
や
っ
と
完
成
間
近
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
そ
の
威
容

も
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、｢

営
造
無
極｣

｢

天
下
亡
弊｣

な
ど
と
批
判
的
言
辞
を
記
し
て
憤
慨
し
て
い
る
が
、
こ
の
程
度
で
と
ど
め
た
い
。
移

徙
の
こ
と
は
、
こ
の
二
日
後
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

④

申
時
許
参
関
白
殿
、
早
坐
高
陽
院
云
々
。
仍
参
入
、
上
達
部
四
五
輩
被
候
也
。
営
作
無
極
。
十
二
月
十
三
日
可
渡
給
云
々
、(

同
月
二

藤
原
頼
通

｢

高
陽
院｣

第
二
期
に
つ
い
て

二
一



十
八
日
条)

移
徙
予
定
の
日
付
が
二
度
に
渡
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
頼
通
の
意
向
は
確
固
た
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
こ
こ
で
も

｢

営
作
無

極｣

と
の
非
難
が
記
さ
れ
て
い
る
。
翌
月
に
も
な
る
と
調
度
品
も
搬
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

⑤

人
々
云
、
関
白
日
々
坐
高
陽
院
、
営
作
無
極
、
更
無
他
事
云
々
、
又
御
調
度
并
他
事
等
如
雲
、
天
下
之
衰
弊
只
依
此
事
云
々
、(

同
十

一
月
五
日
条)

頼
通
は
毎
日
高
陽
院
に
出
掛
け
て
い
て
、｢

営
作
無
極｣

で
、
造
作
の
以
外
の
事
は
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、｢

御
調
度
并
他
事
等
如
雲｣

と

あ
る
よ
う
に
、
調
度
品
そ
の
他
が
夥
し
く
搬
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
態
は
、｢

天
下
之
衰
弊｣

以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
の
憤
慨
も
記
さ
れ

て
い
る
。
移
徙
間
近
を
思
わ
せ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
て
移
徙
予
定
が
記
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
そ
の
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
の
で
、
節
を
変
え
て
移
徙
の
有
無
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

こ
の
節
で
は
、
再
建
は
一
年
以
上
延
引
さ
れ
た
が
、
そ
の
間
も
公
事
に
背
を
向
け
、｢

営
作
無
極｣

と
非
難
さ
れ
る
ほ
ど
贅
を
尽
く
し
た
工

事
が
続
け
ら
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
頼
通
の
再
建
に
寄
せ
る
熱
意
の
表
れ
で
あ
り
、
新
た
な
プ
ラ
ン
の
実
現
に
向
け
て

の
傾
注
ぶ
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

二

高
陽
院
新
宅
移
徙
は
長
久
二
年
四
月
以
降
か

す
で
に
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
新
宅
移
徙
予
定
日
は
記
さ
れ
て
も
、
そ
の
折
の
記
録
は

『

春
記』

に
も
な
く
、
ま
た
い
つ

か
ら
居
住
し
た
の
か
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
通
説
は
、
先
の
長
暦
四
年
十
二
月
十
三
日
を
も
っ
て
移
徙
し
た
と
便
宜
的
に
措
置
さ
れ
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
。
改
め
て
、
こ
の
日
付
前
後
の
様
子
を
見
て
お
き
た
い
。
な
お
、
長
暦
四
年
十
一
月
十
日
に
改
元
さ
れ
、
長
久
に
な
っ
て
い
る
。

二
二



新
宅
移
徙
は
陰
陽
師
の
勘
申
な
ど
に
よ
っ
て
日
が
選
ば
れ
る
の
が
通
例
と
な
っ
て
お
り
、
高
陽
院
移
徙
の
記
録
が
な
い
の
は
、
十
三
日
、
あ

る
い
は
こ
の
月
や
今
年
が
忌
避
さ
れ
た
と
い
う
事
情
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
を
示
唆
す
る
の
が
、
次
の
記
事
で
あ
る
。

⑥

予
参
督
殿
、
今
夜
可
渡
給
寝
殿
、
此
宅
先
年
焼
亡
之
後
、
聊
以
造
立
寝
殿
、
今
日
僅
成
功
、
未
及
造
畢
、
然
而
依
難
得
吉
日
、
如
形
所

渡
給
也
、
東
北
皆
切
懸
、[

格
子
不
造
出
云
々
、]

南
面
四
間
僅
所
出
来
也
、
組
入
所
々
未
出
来
、
高
欄
等
如
之
、
又
無
帳
并
調
度
、
亦
仮

以
几
帳
等
所
装
束
也
、
大
外
記
頼
隆
真
人

[

月
来
中
風
不
出
仕
、
于
今
不
被
補
其
替
、
太
為
奇
々
云
々
、]

成
勘
文
、
難
此
度
移
徙
、
今

年
当
梁
之
年
也
、
不
可
移
徙
、
今
月�
星
亘
月
也
、
又
可
忌
移
徙
、
皆
有
本
文
、
悪
年
悪
月
也
者
、
関
白
殿
来
十
三
日
渡
給
高

[

陽
歟
、]

院
殿
、
而
頼
隆
同
申
、
然
而
依
陰
陽
師
等
申
、
被

[

不
ヵ]

用
頼
隆
之
説
、
前
例
多
用
此
年
皆
以
吉
例
也
云
々
、
督
殿
依
彼
例
等
所
渡
給

也
、(

長
久
元
年

(

一
〇
四
〇)

十
二
月
十
日
条)

父
左
衛
門
督
資
平
の
新
宅
移
徙
の
日
に
絡
ん
で
、
高
陽
院
の
こ
と
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
明
経
博
士
で
大
外
記
の
清
原
頼
隆
が
勘
文
を
作
成

し
て
資
平
の
移
徙
に
つ
い
て
難
じ
た
と
い
う
。
根
拠
は

｢

今
年
当
梁
之
年
也
、
不
可
移
徙
、
今
月�
星
亘
月
也
、
又
可
忌
移
徙
、
皆
有
本
文
、

悪
年
悪
月
也｣

と
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
梁
年
の
年
で
、�
星

ち
ん
せ
い

亘
る
月
に
な
り

(

４)

、
悪
年
悪
月

(

忌
年
忌
月)

だ
か
ら
と
す
る
わ
け
で

あ
る
。
頼
隆
は
高
陽
院
移
徙
に
関
し
て
も
同
様
の
勘
申
を
し
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
陰
陽
師
の
勘
申

｢

前
例
多
用
此
年
皆
以
吉
例
也｣

に

よ
っ
て
頼
隆
の
当
梁
年
説
を
退
け
、
資
平
は
移
徙
を
行
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

資
房
は
頼
隆
の
勘
申
を
気
に
し
た
よ
う
で
あ
る
。
忌
年
と
忌
月
が
重
な
る
の
は
、
か
な
り
重
い
忌
で
あ
ろ
う
。
資
房
は
、
翌
日
母
親
か
ら
手

伝
い
の
女
房
が
頓
死
し
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
て
、｢

渡
給
新
舎
之
後
有
此
事
、
吉
凶
難
計
、
奇
怪
之
第
一
也
、
但
不
可
披
露
、
能
可
隠
奥
也
、

不
可
入
督
殿
御
聴
也｣

(

十
一
日
条)

と
記
し
て
い
る
。
新
宅
移
徙
の
後
に
凶
事
が
出
来
し
、
吉
凶
は
計
り
が
た
く
、
奇
怪
で
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
の
こ
と
は
内
密
に
し
、
父
の
耳
に
入
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
判
断
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
実
資
の
北
の
対
移
徙
後
の
三
日
に
牛
が
斃
れ
て

も
長
命
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
安
心
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
事
か
ら
す
る
と
、
頼
隆
の
勘
申
は
十
分
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
余

地
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
頼
通
の
反
応
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
頼
隆
の
勘
申
に
従
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
移
徙
予
定
の
十
三
日

藤
原
頼
通

｢

高
陽
院｣

第
二
期
に
つ
い
て

二
三



条
で
頼
通
は
高
倉
第
で
物
忌
に
籠
っ
て
い
る
。

⑦

未
刻
許
参
関
白
殿
、
令
申
此
由
、
依
御
物
忌
令
伝
申
也
、(

略)

至
于
自
者
今
朝
堅
固
物
忌
、
不
能
罷
出
門
外
、(

長
久
元
年

(

一
〇
四

〇)
十
二
月
十
三
日
条)

こ
の

｢
関
白
殿｣

は
、
高
陽
院
で
な
く
高
倉
第
で
あ
る
。
頼
通
は

｢

堅
固
物
忌｣

で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
状
態
で
移
徙
す
る
こ
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
こ
の
日
の
移
徙
は
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
新
宅
移
徙
の
儀
礼
は
三
日
に
わ
た
る
が
、
そ
の
間
も
頼
通
は
高
倉
第

に
い
る
。
儀
礼
も
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
後
の
十
二
月
中
の

『

春
記』

に
も
頼
通
移
徙
の
こ
と
は
見
当
た
ら
な
い
。
新
宅
移
徙
は
、

翌
年
に
延
引
さ
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
先
行
研
究
に
指
摘
は
な
い
が
、
当
梁
年
で�
星
亘
る
月
に
移
徙
は
不
吉
と
す
る
頼
隆
の
勘
申
に
従
っ

た
蓋
然
性
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
あ
る
い
は
、
再
建
が
完
成
し
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
翌
年
に
な
っ
て
も
移
徙
の
記
事
は
不
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
頼
通
は
高
倉
第
に
い
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
は
、
次
の
記
事

で
明
白
で
あ
る
。

⑧

参
関
白
殿
、
而
御
坐
高
陽
院
云
々
、(
長
久
二
年

(

一
〇
四
一)

二
月
十
二
日
条)

資
房
が

｢

関
白
殿｣

に
参
上
す
る
と
、
頼
通
は
高
陽
院
に
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
資
房
は
、
頼
通
の
居
所
が
高
倉
第
な
の
で
、

そ
こ
に
参
上
し
た
の
で
あ
る
。
高
陽
院
に
移
徙
し
て
い
れ
ば
、
そ
こ
に
伺
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
二
月
の
段
階
で
も
高
陽
院
移
徙
は
な
か
っ

た
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

高
陽
院
の
記
事
は
、
翌
三
月
に
な
る
と

『

春
記』

に
不
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
月
の
次
の
催
し
は
高
倉
第
と
な
ろ
う
。

⑨

予
又
退
出
参
関
白
殿
、
源
大
納
言
已
下
上
達
部
殿
上
人
於
宮
御
方
有
蹴
鞠
之
興
、(

長
久
二
年

(

一
〇
四
一)

三
月
十
日
条)

⑩

相
次
参
関
白
殿
、(

略)

今
日
源
大
納
言
・
中
納
言
已
下
殿
上
人
数
多
有
弓
興
事
、
相
分
射
之
、
公
成
卿
書
之
付
的
、
太
以
無
由
、
亥

時
事
了
、
又
於
若
宮
御
方
有
盃
酒
事
、
子
夜
事
了
、(

同
三
月
二
十
四
日
条)

⑪

人
々
云
、
今
日
依
一
日
弓
事
可
有
負
態
云
々
、
申
時
参
関
白
殿
、
人
々
多
参
会
、
主
人
出
会
給
、
頼
宗
卿
参
入
、
於
若
宮
御
方
可
有
此

二
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事
也
、(

同
三
月
二
十
六
日
条)

い
ず
れ
も
若
宮
、
祐
子
内
親
王
の
御
方
で
行
わ
れ
て
い
る
。
祐
子
内
親
王
は
高
倉
宮
と
言
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
無
聊
を
慰
め
る
た
め
に
催
し

た
の
で
あ
ろ
う
。｢

関
白
殿｣

は
依
然
と
し
て
高
倉
第
な
の
で
あ
る
。

『

春
記』
の
記
事
は
、
こ
の
長
久
二
年
四
月
か
ら
長
久
五
年
十
一
月
ま
で
欠
如
し
て
い
る
。
高
陽
院
の
こ
と
は
、
長
久
三
年
五
月
か
ら
史
書

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

⑫

於
関
白
左
大
臣
高
陽
院
第
有
競
馬
事
。(『

扶
桑
略
記』

長
久
三
年

(

一
〇
四
二)

五
月
二
十
七
日
条)

五
月
に
な
っ
て
高
陽
院
の
使
用
が
は
っ
き
り
す
る
。
そ
う
す
る
と
⑪
⑫
か
ら
、
頼
通
は

『

春
記』

の
記
事
の
欠
如
し
て
い
る
、
長
久
二
年
四

月
以
降
、
翌
年
の
五
月
ま
で
に
は
移
徙
し
た
こ
と
に
な
る
。

以
上
、
第
二
期
高
陽
院
へ
の
移
徙
は
、
長
久
元
年

(

一
〇
四
〇)

十
二
月
以
降
、
翌
三
月
ま
で
の
間
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

頼
隆
の
勘
申
が
影
響
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
遅
れ
た
理
由
は
分
か
ら
な
い
。
と
も
か
く
高
陽
院
の
本
格
的
な
使
用
は
、
遅
く
と
も
長
久
三

年
五
月
に
は
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
⑧
で
、
頼
通
が
ま
だ
高
倉
第
に
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
長
久
二
年
二
月
の

時
点
で
も
完
成
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

三

再
建
高
陽
院
の
池
庭

そ
れ
で
は
、
再
建
高
陽
院
の
池
庭
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
に
移
り
た
い
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
第
一
期
に
あ
っ
た
四
方
の
池
の
存
在
は
確

認
で
き
ず
、
北
池
と
前
池
だ
け
が
用
例
と
し
て
確
か
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
両
池
と
も
拡
張
さ
れ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
以
下
、
確
認
し
て

い
き
た
い
。

⑬

巳
初
許
参
関
白
殿
、
而
早
旦
渡
給
高
陽
院
了
云
々
、
参
高
陽
院
、
殿
下
坐
北
池
辺
、
源
大
納
言
并
近
習
家
人
等
祗
候
也
、(

長
暦
三
年

藤
原
頼
通

｢

高
陽
院｣

第
二
期
に
つ
い
て

二
五



(

一
〇
三
九)

十
一
月
七
日
条)

『
春
記』

で
再
建
高
陽
院
に
か
か
わ
る
最
初
の
記
事
で
、
焼
亡
し
た
年
に
な
る
。
巡
見
し
て
い
た
頼
通
は
北
池
の
辺
り
に
い
た
と
い
う
。
第

二
期
北
池
の
唯
一
の
用
例
で
あ
る
。
北
池
辺
に
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
形
状
を
変
え
よ
う
と
し
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
す
で

に
引
用
し
た
①
で
推
定
さ
れ
る
。
必
要
な
部
分
の
み
再
掲
す
る
の
で
通
し
番
号
は
変
え
る
。

⑭

又
被
仰
云
、
隆
佐
・
章
信
一
日
蒙
関
白
勘
当
、
是
依
高
陽
院
堀
池
事
也
、(

略)

逼
北
可
立
屋
云
々
、(

長
暦
三
年

(

一
〇
三
九)

十
一

月
十
九
日
条)

掘
池
の
行
事
が
勘
当
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
池
の
形
状
変
更
・
意
匠
変
更
に
か
か
わ
る
勘
当
で
あ
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

第
一
期
を
継
承
す
れ
ば
、
掘
池
の
工
事
は
必
要
で
な
い
。
そ
し
て
、
北
池
に
か
か
わ
る
こ
と
も
こ
こ
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が

｢

逼
北
可

立
屋｣

と
い
う
情
報
で
あ
る
。
建
物
を
そ
れ
ま
で
よ
り
も
北
側
方
向
に
寄
せ
て
建
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
為
に
北
池
が
邪
魔
に
な
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
北
池
の
南
側
を
埋
立
て
、
そ
の
分
ほ
か
に
拡
張
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
工
事
が
進
捗
し
な
か
っ
た
の

で
勘
当
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
工
事
は
敷
地
の
整
備
に
絡
ん
で
お
り
、
建
築
に
進
め
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
も
か
く
、
北
池
は
建
物
の

配
置
に
絡
ん
で
形
状
変
更
さ
れ
て
、
第
二
期
に
続
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
認
で
き
る
。

次
は
前
池
で
、
こ
れ
も
③
で
引
用
し
た
。
前
と
同
じ
く
番
号
を
変
え
る
。

⑮

源
大
納
言
已
下
廻
見
前
池
東
西
山
等
、
予
相
従
、
池
水
東
西
謂
其
広
不
異
巨
海
歟
、
已
非
人
家
之
体
、(

長
暦
四
年

(

一
〇
四
〇)

十

月
二
十
六
日
条)

資
房
は
、
池
水
の
東
西
の
広
さ
は
、
巨
海
に
異
な
ら
な
い
と
の
感
想
を
記
し
て
い
る
。
池
の
広
さ
が

｢

巨
海｣

に
喩
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
把
握
は
管
見
の
限
り
第
一
期
に
は
な
か
っ
た
。｢

四
方
の
海
を
心
に
ま
か
せ
た
ま
へ
る
池
の
水｣

(『

高
陽
院
行
幸
和
歌』)

と
す
る
把

握
は
あ
っ
た
が
、
こ
の

｢

海｣

は

｢

湖｣

の
感
覚
で
あ
ろ
う
。｢

巨
海｣

の
比
喩
か
ら
す
る
と
、
前
稿
と
は
違
っ
た
解
釈
に
な
る
が
、｢

池
水
東

西｣

と
さ
れ
た
の
は
、
第
一
期
に
あ
っ
た
西
池
と
東
池
が
、
そ
れ
ぞ
れ
南
池
と
つ
な
げ
ら
れ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
南
池
も
建
物
を
北
に

二
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寄
せ
た
分
拡
大
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
巨
海
に
な
る
ま
い
。
そ
の
造
替
工
事
が
、
北
池
と
共
に
さ
れ
た
掘
池
で
は
な
か
っ
た

ろ
う
か
。
私
見
で
は
東
池
は
、
太
田
説

(

５)

の
よ
う
な
寝
殿
後
方
で
は
な
く
、
敷
地
南
東
に
想
定
し
て
い
る
の
で
、
南
池
と
の
接
合
は
可
能
で
あ
る
。

南
池
と
記
さ
ず

｢

前
池｣

と
記
さ
れ
た
の
は
、
第
一
期
の
南
池
が
拡
大
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
広
さ
に
よ
っ
て

｢

前
池｣

と
さ
れ
、｢

巨
海｣

に

喩
え
ら
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
資
房
は
、｢

す
で
に
人
家
の
体
に
あ
ら
ず｣

と
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
拡
大
は
、
西
池
と
東

池
を
も
取
り
込
ん
だ
か
ら
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
。
仮
説
と
し
て
、
第
二
期
の
高
陽
院
は
、
北
池
と
前
池
で
整
備
・
拡
大
さ
れ
た
と
し
て
お

き
た
い
。
北
池
は
南
側
以
外
に
、
南
池
は
北
と
東
西
に
そ
れ
ぞ
れ
拡
大
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
な
り
の
大
工
事
で
あ
っ
た
は
ず
で
、

勘
当
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
両
池
は
、
寝
殿
東
側
の
水
路
で
連
絡
し
て
い
た
こ
と
は
第
一
期
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
な
お
、｢

前
池｣

の
用
例

は
、
こ
れ
以
前
に
見
い
だ
せ
ず
、
後
の

『

中
右
記』

に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
例
が
嘉
保
元
年

(

一
〇
九
四)

八
月
十
九
日
に
行

わ
れ
た

｢

高
陽
院
七
番
歌
合｣

の
折
の

｢
前
池
儲
船
楽｣

に
な
る
。
高
陽
院
第
四
期
、
師
実
の
時
代
に
な
っ
て
い
る
。

池
の
用
例
は
少
な
く
、『

春
記』

で
残
る
の
は
次
の
箇
所
の
み
で
あ
る
。
御
堂
供
養
の
試
楽
が
行
わ
れ
た
際
の

(

後
述)

、
楽
人
た
ち
の
配
置

に
か
か
わ
る
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
も
必
要
な
部
分
だ
け
引
用
す
る
。

⑯

以
西
中
門
為
楽
所
、
其
東
池
頭
立
小
太
鼓
、(
永
承
五
年

(

一
〇
五
〇)

三
月
十
二
日
条)

西
の
中
門
を
楽
所
に
し
て
、
そ
の
東
側
の
池
の
ほ
と
り
に
小
太
鼓
が
置
か
れ
た
と
い
う
。
こ
の
池
は
前
池
に
な
る
。
西
の
中
門

(

中
門
廊)

近
く
に
西
側
の
汀
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
、
一
般
的
な
寝
殿
造
の
南
池
の
広
さ
に
な
る
が
、
汀
線
は
屈
曲
し
、
中
門
廊
よ
り
南
側

は
、
さ
ら
に
東
西
に
広
が
っ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
巨
海
の
印
象
を
基
に
す
れ
ば
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。

高
陽
院
の
池
の
広
さ
に
関
し
て
は
、『

栄
花
物
語』

の
さ
さ
や
な
か
用
例
が
参
考
に
な
る
。
後
冷
泉
天
皇
が
、
天
喜
元
年

(

一
〇
五
三)

八

月
二
十
日
に
里
内
裏
と
し
て
高
陽
院
に
遷
御
し
た
際
の
語
り
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
次
節
で
も
扱
う
の
で
、
こ
こ
も
必
要
部
分
の
み
引
用
す
る
。

⑰

山
は
ま
こ
と
の
奥
山
と
見
え
、
滝
木
暗
き
な
か
よ
り
落
ち
、
池
の
面
は
る
か
に
澄
み
わ
た
り
、
左
右
の
釣
殿
な
ど
な
べ
て
な
ら
ず
を
か

し
。(『

栄
花
物
語』

根
合
巻
・
三
七
一
頁)

藤
原
頼
通

｢

高
陽
院｣

第
二
期
に
つ
い
て

二
七



高
陽
院
南
庭
の
景
観
で
あ
る
。｢

池
の
面
は
る
か
に
澄
み
わ
た
り｣

は
前
池
の
広
さ
か
ら
の
把
握
で
あ
る
。
再
建
高
陽
院
の
池
庭
は
、
前
池

の
広
さ
が
威
容
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

＊

＊

＊

⑰
の
記
事
で
は
、
滝
の
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
ち
ら
に
転
じ
た
い
。
奥
山
を
思
わ
せ
る
鬱
蒼
と
し
た
樹
々
の
間
か
ら
滝
が
落
ち
て

い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
寝
殿
か
ら
の
景
観
と
な
ろ
う
。
滝
の
造
作
は
、
単
な
る
石
立
よ
り
も
費
用
・
労
力
が
必
要
で
あ
り
、
庭
の
威

容
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
池
と
共
に
滝
は
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。

次
の
後
冷
泉
天
皇
の
歌
は
、
こ
の
遷
御
の
折
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
冷
泉
天
皇
が
高
陽
院
を
里
内
裏
と
し
て
使
用
し
た
の
は
、
天
喜
元
年

(

一
〇
五
三)

八
月
二
十
日
か
ら
と
、
康
平
三
年

(

一
〇
六
〇)

八
月
十
一
日
か
ら
の
二
回
で
あ
る
。

⑱

賀
陽
院
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
、
石
立
て
、
滝
落
と
し
な
ど
し
て
、
御
覧
じ
け
る
頃
、
九
月
十
三
夜
に
な
り
に
け
れ
ば

岩
間
よ
り
流
る
る
水
は
早
け
れ
ど
う
つ
れ
る
月
の
影
ぞ
の
ど
け
き

(

後
拾
遺
・
雑
一
・
八
四
五
・
後
冷
泉
院)

右
の
歌
は
、『

今
鏡』

｢

す
べ
ら
ぎ
上
・
黄
金
の
御
法｣

に
も
後
冷
泉
天
皇
作
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
方
で
、『

栄
花
物
語』

｢

根

合｣

巻
の

｢

九
月
十
三
夜
の
宴｣

で
詠
ま
れ
た
二
位
中
将

(

藤
原
長
家
男
祐
家)

の
歌
と
酷
似
し
て
お
り
、
同
時
期
の
歌
と
推
定
さ
れ
て
い
る

(

６)

。

岩
間
よ
り
流
る
る
水
に
月
影
の
う
つ
れ
る
さ
へ
ぞ
さ
や
け
か
り
け
る

(『

栄
花
物
語』

根
合
巻
・
三
八
六
頁)

新
全
集

『

栄
花
物
語』

頭
注
は
、
や
は
り
両
作
は
同
時
期
の
も
の
と
し
て
、｢

人
々
の
官
位
か
ら
す
れ
ば
、
康
平
四
年
か
ら
七
年
頃
か｣

と

し
て
い
る
。
し
か
し
、
滝
の
印
象
か
ら
す
れ
ば
、
天
喜
元
年
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
康
平
年
間
と
す
る
と
、
第
三
期
の
も
の
と
な
る
。

『

栄
花
物
語』

に
は
こ
の
巻
以
前
に
も
高
陽
院
の
滝
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
。

⑲

東
の
対
は
こ
の
た
び
は
な
く
て
、
山
川
流
れ
、
滝
の
水
競
ひ
落
ち
た
る
ほ
ど
な
ど
、
い
み
じ
う
を
か
し
。
院
の
御
方
に
、
出
羽
弁
、

滝
つ
瀬
に
人
の
心
を
見
る
こ
と
は
昔
も
今
も
変
ら
ざ
り
け
り

伊
勢
が

｢

せ
き
入
れ
て
落
す｣

と
言
ひ
た
る
大
納
言
の
家
居
も
、
か
ば
か
り
は
あ
ら
ざ
り
け
ん
と
、
め
で
た
く
い
み
じ
。(『

栄
花
物
語』

二
八



暮
待
つ
星
巻
・
三
一
四
頁)

こ
ち
ら
は
後
朱
雀
天
皇
が
一
条
院
内
裏
焼
亡
で
、
長
久
四
年

(

一
〇
四
三)

十
二
月
一
日
に
高
陽
院
に
渡
御
し
た
折
の
記
事
で
あ
る
。
高
陽

院
の
一
連
の
景
観
と
な
る

｢

山
川
流
れ
、
滝
の
水
競
ひ
落
ち
た
る｣

が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
築
山
に
山
川
の
流
れ
が
演
出
さ
れ
、
そ
こ
に
滝
も

仕
組
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
出
羽
弁
は
、
そ
の
景
観
に
頼
通
の
心
を
見
出
し
て
詠
歌
し
て
い
る
。
こ
の
歌
は
、
伊
勢
の
歌
を
本
歌
に
し
て
い
た
。

権
中
納
言
敦
忠
が
西
坂
本
の
山
庄
の
滝
の
岩
に
書
き
付
け
侍
り
け
る

音
羽
川
堰
き
入
れ
て
落
と
す
滝
つ
瀬
に
人
の
心
の
見
え
も
す
る
か
な

(

拾
遺
集
・
雑
上
・
四
四
五
・
伊
勢)

『

拾
遺
集』

か
ら
引
用
し
た
が
、
こ
こ
は

｢

権
中
納
言
敦
忠｣

と
な
っ
て
お
り
、『

栄
花
物
語』

の

｢

大
納
言
の
家
居｣

と
あ
る
の
と
相
違
し

て
い
る
。
藤
原
時
平
男
の
敦
忠
は
、
権
中
納
言
が
極
官
で
大
納
言
に
な
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
は

『

伊
勢
集』

に
よ
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

あ
る
大
納
言
、
比
叡
坂
本
に
、
音
羽
と
い
ふ
山
の
麓
に
、
い
と
を
か
し
き
家
造
り
た
り
け
る
に
、
音
羽
川
を
遣
水
に
堰
き
入
れ
て
、

滝
落
と
し
な
ど
し
た
る
を
見
て
、
遣
水
の
面
な
る
石
に
書
き
付
く

音
羽
川
堰
き
れ
て
落
と
す
滝
つ
瀬
に
人
の
心
の
見
え
も
す
る
か
な

(

西
本
願
寺
本
伊
勢
集
・
四
六
八)

『

伊
勢
集』

で
な
ぜ

｢

大
納
言｣

と
し
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
敦
忠
の
音
羽
山
荘
に
出
か
け
た
際
の
伊
勢
の
歌
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

伊
勢
は
音
羽
川
の
水
を
遣
水
に
堰
き
入
れ
て
滝
を
造
作
し
た
こ
と
に
、
敦
忠
の
心
を
見
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
歌
は
人
口
に
膾
炙
し
た
よ
う
で
、

｢

堰
き｣

｢

滝｣
｢

人
の
心｣

を
共
に
使
用
し
て
様
々
に
詠
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る

(

７)

。
出
羽
弁
の
歌
も
、
そ
う
し
た
傾
向
に
沿
う
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、『

栄
花
物
語』

で
は
伊
勢
の
詠
ん
だ
敦
忠
の
山
荘
も
、
高
陽
院
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
、
賛
美
し
た
の
で
あ
る
。

＊

＊

＊

庭
の
景
観
に

｢

人
の
心｣

を
見
る
と
い
う
発
想
は
、
こ
の
時
代
に
あ
る
程
度
一
般
化
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
滝
の
造
作
だ
け
で
な
く
、

石
立
に
お
い
て
も
、
こ
の
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。

⑳

石
を
立
て
る
間
の
こ
と
、
年
来
聞
き
及
ぶ
に
し
た
が
ひ
て
、
善
悪
を
論
ぜ
ず
記
し
置
く
と
こ
ろ
な
り
。
延
円
阿
闍
梨
は
石
を
立
つ
る
こ

藤
原
頼
通

｢

高
陽
院｣

第
二
期
に
つ
い
て

二
九



と
相
伝
を
得
た
る
人
な
り
。
予
、
ま
た
そ
の
文
書
を
伝
へ
得
た
り
。
か
く
の
如
き
あ
ひ
営
み
て
、
大
旨
を
心
得
た
り
と
い
へ
ど
も
、
風
情

作
る
こ
と
な
く
し
て
、
心
及
ば
ざ
る
こ
と
お
ほ
し
。
た
だ
近
来
こ
の
事
詳
し
く
知
れ
る
人
な
し
。
た
だ
生
得
の
山
水
な
ん
ど
を
見
た
る
ば

か
り
に
て
、
禁
忌
を
も
わ
き
ま
へ
ず
、
推
し
て
す
る
事
に
こ
そ
侍
る
め
れ
。
高
陽
院
殿
修
造
の
時
も
、
石
を
立
つ
る
人
皆
亡
せ
て
、
た
ま

た
ま
さ
も
や
と
て
、
召
し
つ
け
ら
れ
た
り
し
者
も
、
い
と
御
心
に
か
な
は
ず
と
て
、
そ
れ
を
ば
さ
る
事
に
て
、
宇
治
殿
自
ら
御
沙
汰
あ
り

き
。
其
時
に
は
常
に
参
り
て
、
石
を
立
つ
る
事
、
よ
く
よ
く
見
聞
き
侍
り
き
。
そ
の
間
、
よ
き
石
求
め
て
参
ら
せ
た
ら
む
人
を
ぞ
、
心
ざ

し
あ
る
人
と
は
知
ら
む
ず
る
と
、
仰
せ
ら
る
る
由
聞
こ
え
て
、
時
の
人
、
公
卿
以
下
し
か
し
な
が
ら
辺
山
に
向
か
ひ
て
、
石
を
な
ん
求
め

侍
り
け
る
。(『

作
庭
記』
二
四
三
頁)

前
稿
で
も
引
用
し
た
一
節
で
あ
る
。
石
立
に
関
し
て
俊
綱
は

｢

風
情
作
る
こ
と
な
く
し
て
、
心
及
ば
ざ
る
こ
と
お
ほ
し｣

と
記
し
て
い
る
。

人
の
心
が
石
立
に
見
え
る
よ
う
に
な
る
難
し
さ
を
嘆
じ
て
い
よ
う
。
し
か
し
、｢

高
陽
院
殿
修
造
の
時｣

は
頼
通
自
ら
沙
汰
し
て
石
立
し
、
そ

れ
は

｢

心
及
ぶ｣

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
高
陽
院
の
石
立
は
、
壮
観
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
し
、
⑰
に

｢

賀
陽
院
に
お

は
し
ま
し
け
る
時
、
石
立
て
、
滝
落
と
し
な
ど
し
て
、
御
覧
じ
け
る
頃｣

と
あ
っ
た
の
も
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
語
っ
て
い
よ
う
。
な
お
、｢

石

を
立
つ
る
人
皆
亡
せ
て
、
た
ま
た
ま
さ
も
や
と
て
、
召
し
つ
け
ら
れ
た
り
し
者
も
、
い
と
御
心
に
か
な
は
ず｣

と
あ
る
の
は
、
人
に
石
立
さ
せ

て
も
頼
通
の
心
に
か
な
わ
ず
、
罷
免
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
掘
池
で
勘
当
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
石
立
で
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
僅
か
し
か
な
い
池
庭
に
関
す
る
記
述
を
追
っ
て
み
た
。
池
の
拡
張
、
滝
や
石
立
の
様
子
が
窺
え
る
ば
か
り
で
あ
る
が
、
頼
通
の
造
作

に
か
け
た
意
気
込
み
か
ら
す
る
と
、
最
も
威
容
を
誇
っ
た
寝
殿
造
の
庭
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
な
お
、
築
山
に
関
し
て
は
、
⑮

の

｢

東
西
の
山｣

、
⑰
の

｢

山｣

、
⑱
の

｢

山
川｣

が
確
認
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

四

再
建
高
陽
院
の
建
物

三
〇



さ
ら
に
再
建
高
陽
院
の
建
物
の
概
要
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
何
ら
か
の
建
物
の
構
造
が
分
か
る
史
料
の
所
在
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

��
長
久
四
年

(

一
〇
四
三)

十
二
月
一
日

後
朱
雀
天
皇
渡
御

『

栄
花
物
語』

暮
待
つ
星
巻

��
永
承
五
年

(

一
〇
五
〇)

三
月
六
日

御
堂
供
養
試
楽
中
止

『

春
記』

��
永
承
五
年

(

一
〇
五
〇)

三
月
十
二
日

御
堂
供
養
試
楽

『

春
記』

��
永
承
五
年

(
一
〇
五
〇)

六
月
五
日

祐
子
内
親
王
家
歌
合

『

十
巻
本
類
聚
歌
合』

��
永
承
七
年

(
一
〇
五
二)

四
月
二
十
一
日

賀
茂
詣
で

『

春
記』

��
天
喜
元
年

(

一
〇
五
三)

八
月
二
十
日

後
冷
泉
天
皇
移
御

『

栄
花
物
語』

根
合
巻

建
物
に
関
す
る
史
料
も
極
め
て
少
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
で
分
か
る
事
は
、
次
の
こ
と
く
ら
い
で
あ
る
。

��
寝
殿

寝
殿
東
面
に
続
く
廊

(
東
の
廊)

東
の
対
ナ
シ

��
西
の
対

西
の
対
南
唐
廂

西
中
門

西
中
門
北
廊

��
西
の
対
の
庇

寝
殿
と
西
台

(

西
の
対)
の
渡
殿

西
中
門

西
中
門
南
廊

��
西
渡
殿

寝
殿
南
廂
西
戸

寝
殿
南
簀
子

��
東
門

��
西
の
対

寝
殿

小
寝
殿

左
右
の
釣
殿

わ
ず
か
な
建
物
が
示
さ
れ
た
に
過
ぎ
ず
、
一
般
的
な
寝
殿
造
の
、
寝
殿
・
西
の
対
・
西
中
門
廊
・
西
渡
殿
・
東
の
廊
・
左
右
の
釣
殿
・
東
門

の
所
在
と
、
東
の
対
に
代
わ
る
と
思
わ
れ
る
小
寝
殿
が
分
か
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
情
報
で
は
、
四
町
を
占
め
た
敷
地
で
、
威
容
を
誇
っ

て
い
る
と
は
認
め
が
た
い
。
建
物
よ
り
も
池
の
造
替
に
傾
注
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
一
応
、
確
認
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
は
先
に
見

た
後
冷
泉
天
皇
移
御
で
里
内
裏
と
し
て
使
用
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
。

��
か
く
の
み
お
は
し
ま
せ
ば
、
高
陽
院
殿
に
渡
ら
せ
た
ま
ひ
な
ん
と
す
る
こ
と
、
二
十
日
と
定
ま
り
ぬ
。
十
六
七
日
よ
り
よ
ろ
し
く
な
ら

藤
原
頼
通

｢

高
陽
院｣

第
二
期
に
つ
い
て

三
一



せ
た
ま
ひ
ぬ
。
か
や
う
の
御
有
様
は
、
い
か
で
か
は
よ
り
つ
き
参
ら
せ
ん
と
思
へ
ど
、
ま
こ
と
に
や
あ
り
け
ん
、
よ
ろ
し
く
な
ら
せ
た
ま

ひ
ぬ
。
二
十
日
御
装
束
す
く
よ
か
に
、
い
と
う
る
は
し
く
て
渡
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
い
と
あ
さ
ま
し
。
そ
の
夜
、
中
宮
渡
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。

皇
后
宮
、
女
御
殿
二
三
日
ば
か
り
あ
り
て
入
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
高
陽
院
殿
の
有
様
、
い
と
お
も
し
ろ
く
を
か
し
。
西
の
対
を
例
の
清
涼
殿

に
て
、
寝
殿
を
南
殿
な
ど
に
て
、
小
寝
殿
と
て
ま
た
い
と
を
か
し
く
て
さ
し
並
び
、
山
は
ま
こ
と
の
奥
山
と
見
え
、
滝
木
暗
き
な
か
よ
り

落
ち
、
池
の
面
は
る
か
に
澄
み
わ
た
り
、
左
右
の
釣
殿
な
ど
な
べ
て
な
ら
ず
を
か
し
。(『

栄
花
物
語』

根
合
巻
・
三
七
一
頁)

こ
の
移
御
は
後
冷
泉
天
皇
の
病
の
転
地
療
養
の
た
め
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
冷
泉
院
御
所
が
不
吉
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

��
天
皇
自
冷
泉
院
遷
幸
関
白
左
大
臣
賀
陽
院
。
御
薬
之
間
、
冷
泉
院
不
吉
故
也
。(『

扶
桑
略
記』

天
喜
元
年

(

一
〇
五
三)

八
月
二
十
日

条)

病
が
治
癒
し
な
い
時
、
陰
陽
師
の
勘
申
で
転
地
療
養
さ
れ
た
事
例
と
な
る
。
し
か
し
、
天
皇
が
わ
ざ
わ
ざ
そ
う
す
る
の
は
、
異
例
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
た
め
に
高
陽
院
の
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
。

『

栄
花
物
語』

に
も
ど
る
と
、��
に
は
、
私
邸
を
里
内
裏
使
用
す
る
際
の
、
内
裏
の
殿
舎
を
各
建
物
に
見
立
て
る
常
套
的
な
使
用
法
が
示
さ

れ
て
い
る
。
西
の
対
が
清
涼
殿
、
寝
殿
が
南
殿

(

紫
宸
殿)

と
さ
れ
て
い
る
が
、
小
寝
殿
の
用
法
は
分
か
ら
な
い
。
小
寝
殿
の
事
例
は
、
こ
こ

が
初
出
の
よ
う
で
あ
る

(

８)

。
中
宮
章
子
内
親
王
、
皇
后
宮
寛
子
、
女
御
歓
子
も
渡
御
し
て
い
る
の
で
、
誰
か
が
こ
こ
を
居
所
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

創
建
時
の
釣
殿
は
中
島
に
一
つ
あ
っ
た
だ
け
だ
が
、
再
建
で
は
左
右
、
す
な
わ
ち
東
西
に
設
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
西
中
門
廊
が
確
認
で

き
る
の
で
、
そ
の
南
端
に
西
釣
殿
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
東
中
門
廊
の
存
在
は
確
認
で
き
な
い
が
、
東
釣
殿
が
あ
れ
ば
東
中
門
廊
も
あ
っ
た

こ
と
と
思
わ
れ
る
。
両
釣
殿
は
中
島
で
は
な
く
、
前
池
に
臨
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
以
前
、
後
朱
雀
天
皇
が
滞
在
し
た
折
は
、
後
冷
泉
天
皇
の
時
と
違
っ
て
い
る
。

��
ま
た
一
条
院
焼
け
ぬ
。
あ
さ
ま
し
な
ど
も
こ
と
さ
ら
の
や
う
な
り
。
内
は
高
陽
院
殿
に
渡
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
東
宮
は
京
極
殿
に
、
一
品

宮
も
具
し
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
て
渡
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
高
陽
院
殿
に
一
の
宮
、
殿
の
上
も
お
は
し
ま
す
。
め
で
た
く
い
み
じ
。
い
か
な

三
二



ら
ん
こ
と
を
尽
く
し
て
御
覧
ぜ
さ
せ
ん
と
思
し
め
し
た
る
も
こ
と
わ
り
な
り
。
一
の
宮
は
女
院
の
お
は
し
ま
す
寝
殿
の
東
面
、
そ
な
た
の

廊
か
け
て
お
は
し
ま
す
。
東
の
対
は
こ
の
た
び
は
な
く
て
、(『

栄
花
物
語』

暮
待
つ
星
巻
・
三
一
四
頁)

長
久
四
年

(

一
〇
四
三)

十
二
月
一
日
、
一
条
院
内
裏
焼
亡
に
よ
る
高
陽
院
移
御
で
あ
る
。
緊
急
避
難
的
な
措
置
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
二

十
日
後
の
二
十
一
日
に
東
三
条
邸
に
移
御
し
て
い
る

(『

扶
桑
略
記』

『

百
錬
抄』)

。
だ
か
ら
、
東
宮
と
一
品
宮
章
子
内
親
王
は
京
極
殿
に
移
り
、

高
陽
院
に
は
一
の
宮
祐
子
内
親
王
と
頼
通
室
隆
姫
が
入
っ
て
い
る
。
寝
殿
に
は
以
前
か
ら
女
院
彰
子
が
住
ん
で
い
た
の
で
、
多
分
西
面
だ
け
の

使
用
に
し
て
、
一
の
宮
は
寝
殿
東
面
と
そ
こ
に
通
じ
る

｢

そ
な
た
の
廊｣

を
居
所
に
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
廊
は
小
寝
殿
に
続
く
壁
渡
殿
か

も
し
れ
な
い
。
後
朱
雀
天
皇
は
西
の
対
を
御
座
所
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
緊
急
避
難
と
し
て
も
、
こ
の
時
が
高
陽
院
の
里
内
裏
使
用
の
最
初
と

な
っ
て
い
る
。
東
の
対
が
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
記
事
で
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
後
、
寛
徳
二
年

(

一
〇
四
五)
七
月
四
日
に
、｢

関
白
左
大
臣
高
倉
第
焼
亡｣

(『

百
錬
抄』)

が
あ
っ
て
、
祐
子
内
親
王
が
西
の
対
を
居

所
に
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
西
の
対
で
催
さ
れ
た
の
が������
で
、
そ
の
た
め
建
物
に
言
及
が
あ
る
。
次
に
あ
る

｢

若
宮｣

が
祐
子

内
親
王
に
な
る
。

��
今
日
於
高
陽
院
、
可
有
御
堂
供
養
試
楽
由
之
、
関
白
殿
下
渡
給
云
々
、(

略)�
参
高
陽
院
、[

未
時]

此
間
雨
漸
降
、
源
大
納
言
已
下

参
集
、
殿
上
人
諸
大
夫
済
々
矣
、
若
宮
御
坐
西
対
、
於
御
前
可
有
此
事
也
、
簾
中
簾
外
上
下
人
々
衣
裳
不
異
著
春
花
、
上
達
部
在
南
唐
庇

以
西
、
中
門
南
腋
為
楽
所
、
左
馬
頭
経
信
、
右
中
将
隆
俊
為
左
右
楽
頭
行
事
、
又
紀
伊
前
守
定
家
、
右
馬
助
経
行
同
行
事
云
々
、
源
大
納

言
云
、
右
府
日
者
有
労
給
事
、
未
平
癒
給
、
依
其
事
、
御
堂
供
養
事
可
延
引
、[

十
五
日
許
云
々
、]

仍
今
日
不
可
有
試
楽
、
只
可
発
少
々

音
楽
者
、
至
干
試
楽
、
追
彼
期
可
被
行
者
、
…
於
中
門
北
廊
有
饗
饌
、
大
納
言
已
下
着
之
、(

永
承
五
年

(

一
〇
五
〇)

三
月
六
日
条)

��
今
日
於
高
陽
院
可
有
試
楽
、
是
為
御
堂
供
養
也
云
々
、(

略)

午
剋
許
殿
参
給
高
陽
院
、
予
与
右
中
弁
同
乗
相
従
、
先
是
諸
卿
已
下
相

挙
在
西
対
庇
座
、
若
宮
御
座
此
勤
也
、
関
白
在
簾
中
、[

寝
殿
与
西
台
渡
殿]
、(
略)

以
西
中
門
為
楽
所
、
其
東
池
頭
立
小
太
鼓
、(

割
注

略)

殿
上
人
及
地
下
人
々
雑
居
南
廊
、
上
下
見
者
堵
、(

略)

主
人
及
内
府
戸
部
三
人
本
渡
殿
、
源
大
納
言
已
下
在
南
廊
、
食
了
於
若
宮

藤
原
頼
通

｢

高
陽
院｣

第
二
期
に
つ
い
て

三
三



御
方
有
管
絃
事
、(

略)

他
公
卿
東
南
廊
食
、
是
又
不
可
然
事
也

(

同
三
月
十
二
日
条)

頼
通
が
法
成
寺
内
に
七
尊
大
日
如
来
像
安
置
の
新
堂
を
造
立
し
た
供
養
を
前
に
し
て
の
試
楽
で
あ
る
。��
の
六
日
は
内
府
教
通
病
の
た
め
に

試
楽
は
中
止
さ
れ
、
改
め
て��
の
十
二
日
に
行
わ
れ
て
い
る
。
供
養
は
十
五
日
で
あ
る
。
試
楽
は
西
の
対
か
ら
西
中
門
廊
に
か
け
て
行
わ
れ
て

い
る
。
な
お
、��
の
一
部
は
、
⑯
と
し
て
引
用
し
た
。

��
と��
で
は
微
妙
な
相
違
が
あ
る
。
ま
ず
公
卿
の
座
の
違
い
で
あ
る
。��
で
は

｢

南
唐
庇｣

、��
で
は

｢

西
の
対
の
庇｣

に
な
っ
て
い
る
。

後
者
は
南
庇
と
南
唐
庇
を
併
せ
た
言
い
方
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
次
は
楽
所
で
あ
る
。��
で
は

｢

中
門
南
腋｣

、��
は

｢

西
中
門｣

に

な
っ
て
い
る
。
共
に

｢

中
門｣
は

｢

中
門
廊｣

の
こ
と
で
、��
は
西
中
門
廊
南
廊
の
こ
と
、��
は
西
中
門
廊
北
廊
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

饗
饌
の
場
で
は
っ
き
り
す
る
。��
は

｢

中
門
北
廊｣

、��
は

｢

南
廊｣

だ
か
ら
で
あ
る
。
中
門
廊
の
北
廊
と
南
廊
の
使
用
が
両
日
で
異
な
っ
た

の
で
あ
る
。��
の
引
用
末
尾
に

｢

他
公
卿
東
南
廊
食｣

と
あ
る
が
、｢

東｣

は
衍
字
と
思
わ
れ
る
。
西
中
門
廊
が
場
な
の
に
、｢

東
南
の
廊｣

が

使
用
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
。
ま
た
、
南
廊
は
透
廊
・
土
廊
で
は
な
く
、
板
敷
と
な
ろ
う
。

こ
の
他
で
は
、��
に

｢

寝
殿
与
西
台
渡
殿｣
と
あ
る
の
は
、
寝
殿
と
西
の
対
を
つ
な
ぐ
渡
殿
の
こ
と
で
、
西
渡
殿
に
な
る
。
こ
れ
は

｢

関
白

在
簾
中｣

と
あ
る
の
で
、
壁
渡
殿
に
な
り
、
局
の
室
礼
に
な
っ
て
い
よ
う
。｢

主
人
及
内
府
戸
部
三
人
本
渡
殿｣

と
あ
る

｢

本｣

も
衍
字
で
、

同
じ
渡
殿
の
こ
と
に
な
る
。
内
府
は
教
通
、
戸
部
は
民
部
卿
の
長
家
で
あ
る
。

以
上
の
両
日
か
ら
、
寝
殿
・
西
渡
殿
・
西
の
対

(

南
唐
庇
あ
り)

・
西
中
門
・
西
中
門
廊

(

北
廊
・
南
廊)

が
確
認
で
き
た
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
西
の
対
を
会
場
に
し
た

｢

祐
子
内
親
王
家
歌
合｣

を
簡
単
に
確
認
し
た
い
。

��
永
承
五
年
六
月
五
日
、
於
賀
陽
院
一
宮
御
方
、
有
和
歌
合
事
、
兼
日
、
関
白
殿
下
、
相
分
男
女
各
六
人
賜
題
桜
、
郭
公
、
鹿
、
令
献
和

歌
、
以
西
渡
殿
為
上
達
部
座
、
聊
有
杯
盤
儲
事
、(｢

祐
子
内
親
王
家
歌
合｣)

式
部
大
輔
資
業
に
よ
る
記
録
で
あ
る
。｢

賀
陽
院
一
宮
御
方｣

は
、����
か
ら
西
の
対
に
な
る
。｢

西
渡
殿｣

が
上
達
部
の
座
と
さ
れ
る
が
、

こ
こ
も
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
壁
渡
殿
だ
か
ら
に
な
る
。
部
屋
と
し
て
の
室
礼
が
な
さ
れ
て
い
よ
う
。
こ
の
他
に
は
、
引
用
を
割
愛
し
た
が
、

三
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｢
寝
殿
南
廂
西
戸｣

と

｢

南
簀
子
敷｣

が
示
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
寝
殿
南
廂
に
あ
る
妻
戸
、
後
者
は
南
廂
に
付
く
南
簀
子
で
あ
り
、
寝
殿
造

に
必
須
な
の
で
、
取
り
立
て
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
同
じ
資
業
の
記
録
な
が
ら
、
一
期
の

｢

高
陽
院
水
閣
歌
合｣

と
違
っ
て
情
報
が
少
な

い
よ
う
で
あ
り
、
こ
れ
は
歌
合
の
規
模
と
関
係
し
て
い
よ
う
。

残
さ
れ
た
の
は
一
例
の
み
に
な
る
。

��
今
日
関
白
依
例
参
給
賀
茂
御
社
日
也
、(

略)

午
刻
許
督
殿
参
入
高
陽
院
給
、
予
候
御
車
後
、
先
是
上
達
部
数
多
参
入
、
主
人
出
客
亭
、

此
後
民
部
卿
以
下
参
集
、
神
馬
及
舞
人
等
渡
南
庭
、
東
行
出
門
了
、
主
人
出
中
門
、(

永
承
七
年

(

一
〇
五
二)

四
月
二
十
一
日
条)

関
白
賀
茂
詣
で
の
記
事
で
あ
る
。
右
で
新
た
な
情
報
は

｢

東
行
出
門｣

と
あ
る
箇
所
で
あ
る
。
舞
人
た
ち
は
南
庭
を
東
へ
横
切
り
、
東
門
か

ら
出
立
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
東
門
の
存
在
も
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
馬
場
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
⑫
で
競
馬
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
る
。
創
建
時
に
は
東
の
対
が
馬
場
殿
を
兼
ね
て
い
た
が
、
再

建
で
は
小
寝
殿
が
使
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
記
録
か
ら
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。

お
わ
り
に

以
上
、
再
建
高
陽
院
の
造
作
次
第
を
確
認
し
、
池
庭
と
建
物
の
あ
り
よ
う
を
概
観
し
て
み
た
。
残
さ
れ
た
記
録
か
ら
は
、
威
容
を
誇
っ
た
大

邸
宅
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
実
際
は
必
ず
し
も
明
瞭
と
は
言
い
難
い
。
建
物
の
感
じ
は
、
一
町
屋
と
変
わ
り
が
な
い
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
再
建
高
陽
院
は
池
庭
の
造
作
に
意
を
用
い
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も

｢

巨
海｣

と
す
る
形
容
で
推
定
さ
れ
る
の
み
で

あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
池
庭
に
意
を
注
ぐ
の
は
、
創
建
時
を
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
再
建
高
陽
院
も
、
天
喜
二
年

(

一
〇
五
四)

正
月
八
日
に
放
火
に
よ
っ
て
焼
亡
し
て
い
る

(『

扶
桑
略
記』

『

百
錬
抄』)

。

藤
原
頼
通

｢

高
陽
院｣

第
二
期
に
つ
い
て

三
五



注
(

１)

拙
稿

｢

藤
原
頼
通

｢

高
陽
院｣

(

第
一
期)

の
池
庭｣

(

和
田
律
子
・
久
下
裕
利
編

『

平
安
後
期
頼
通
文
化
世
界
を
考
え
る
―
成
就
の
行
方』

武
蔵
野

書
院
、
二
〇
一
六
・
七)

(

２)
太
田
静
六

｢

宇
治
関
白
藤
原
頼
通
の
邸
宅
・
高
陽
院
の
考
察｣

(『

寝
殿
造
の
研
究』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
・
二)

、
朧
谷
寿

｢

十
一
世
紀
の
高

陽
院
に
つ
い
て｣

(

山
中
裕
編

『

平
安
時
代
の
歴
史
と
文
学

歴
史
編』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
・
一
一
。
後
、『

平
安
貴
族
と
邸
第』

吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
〇
・
に
再
録)

、
加
藤
静
子

｢

高
陽
院
と

『

栄
花
物
語』｣
(

倉
田
実
編

『

王
朝
文
学
と
建
築
・
庭
園』

平
安
文
学
と
隣
接
諸
学
１
、
竹
林
舎
、

二
〇
〇
七
・
五
。
後
、『

王
朝
歴
史
物
語
の
方
法
と
享
受』

竹
林
舎
、
二
〇
一
一
・
二
に
収
載)

、
上
杉
和
彦

｢『

栄
花
物
語』

の
庭
園
関
連
記
事
を
め

ぐ
る
一
考
察｣

(

山
中
裕
・
久
下
裕
利
編

『

栄
花
物
語
の
新
研
究

歴
史
と
物
語
を
考
え
る』

新
典
社
、
二
〇
〇
七
・
五)

な
ど
。

(

３)

頼
通
の
高
陽
院
検
分
記
事
は
、『

春
記』

長
暦
三
年

(

一
〇
三
九)

十
一
月
七
日
条
、
十
二
月
六
日
条
、
長
暦
四
年

(

一
〇
四
〇)

四
月
二
十
三
日

条
、
同
四
月
三
十
日
条
、
同
五
月
二
十
三
日
条
、
同
十
月
二
十
一
日
条
、
同
十
月
二
十
五
日
条
、
十
月
二
十
六
日
条
、
十
月
二
十
八
日
条
、
十
一
月
一

日
条
、
十
一
月
五
日
条
、
十
一
月
十
一
日
条
、
十
一
月
二
十
六
日
条
な
ど
。

(

４)

長
久
元
年
は
、
庚
辰
。
当
梁
年
は
、『
大
漢
和
辞
典』

に

｢

東
方
蒼
龍
箕
星

(

一
名
、
梁
星)

の
酉
又
は
子
・
午
・
卯
の
方
角
に
あ
た
る
年
。
此
の

年
に
は
宮
室
の
造
営
を
忌
む
と
い
ふ｣

と
あ
り
、『

陰
陽
吉
凶
抄』

｢

犯
土
造
作
条｣

に

｢

凡
戊
辰
・�
戌

[

名
天
梁
之
歳]

、
庚
辰
・
庚
戌
、[

名
地�

之
歳]｣

と
し
て
、｢

凡
天
地
梁
柱
及
当
梁
年
、
忌
正
堂
・
正
寝
上
梁
・
竪
柱
、
凶
、
余
屋
舎
無
忌
、[

出
新
撰
陰
陽
書]｣

(

詫
間
直
樹
・
高
田
義
人

『

陰
陽
道
関
係
史
料』

(

汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
・
七)
に
よ
る)

と
あ
る
。｢�
星｣

は
五
星
神
の
一
つ
の
土
星
。『��
内
傳』

｢

五
、
五
星
神
有
無

事｣

に

｢

辰
歳

二
木

四
火

六
土

八
金

十
木

雪
土｣

と
し
て
、｢

土
星
神
所
在
月
、
犯
土
・
造
作
、
則
咒
咀
満
家
、
水
難
壊
壁
頻
也
。
非

是
耳
、
人
死
五
人
也｣

(

中
村
璋
八

『

日
本
陰
陽
道
書
の
研
究

増
補
版』

(

汲
古
書
院
、
一
九
八
五
・
二)

に
よ
る)

と
あ
る
。
十
二
月
は

｢�
星
亘

る
月｣

で
あ
っ
た
。

(

５)

注

(

２)

の
太
田
清
六
論
に
同
じ
。

(

６)

竹
鼻
績

『

今
鏡

全
訳
注
㊤』

(

講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
四
・
三)

(

７)

拙
稿

｢

遣
水
の
滝
を
詠
む
和
歌
―

『

伊
勢
集』

と
敦
忠
の
音
羽
山
荘
か
ら
―｣

(『
大
妻
女
子
大
学
紀
要
―
文
系
―』

40
、
二
〇
〇
八
年
三
月)

、
秋

山
虔
・
小
町
谷
照
彦
・
倉
田
実

『

伊
勢
集
全
注
釈』

(

角
川
書
店
、
二
〇
一
六
・
一
一)

三
六



(

８)

注

(

２)

の
太
田
清
六
論
に
同
じ
。

藤
原
頼
通

｢

高
陽
院｣

第
二
期
に
つ
い
て

三
七


